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墨田区女性福祉資金貸付条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （資金の種類） 

第４条 資金の種類は、次のとおりとする。 

 ⑴～⑽ 〔略〕 

 ⑾ 就学支度資金 女性又は女性が扶養し

ている子の小学校（義務教育学校の前期

課程及び特別支援学校の小学部を含む。

以下同じ。）、中学校（義務教育学校の

後期課程、中等教育学校の前期課程及び 

  特別支援学校の中学部を含む。以下同 

  じ。）、高等学校、大学、高等専門学校、

専修学校又は各種学校（学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）以外の法律の規 

  定に基づき特別の教育を行う施設を含 

  む。以下同じ。）への入学に際し必要な

資金。ただし、小学校又は中学校への入

学に係る資金にあっては、貸付けを受け

ようとする者が特に経済的に困難な事情

にある場合に限る。 

 （貸付けの限度額等） 

第５条 資金の貸付けの限度額、据置期間及

び償還期限は、次表のとおりとする。 
 

資金の種類 限度額 
据置
期間 

償還
期限 

事業開始資金 

～  

技能習得資金 

〔略〕 

  

就職支度資金 

１００，０００円（通 
勤のために自動車を購
入することが必要と認
められる場合にあって
は、３３０，０００円） 

〔略〕 〔略〕 

住宅資金 

～  

就学支度資金 

 〔略〕   

 

 （貸付利率） 

第７条 女性が扶養している子に係る技能習

得資金、就職支度資金、修学資金及び就学

支度資金は、無利子とし、その他の資金に

ついては、保証人を立てる場合は、無利子

とし、保証人を立てない場合は、据置期間

中は無利子とし、据置期間経過後は、その

 〔同左〕 

第４条 〔同左〕 

 ⑴～⑽ 〔略〕 

 ⑾ 就学支度資金 女性又は女性が扶養し

ている子の小学校（特別支援学校の小学

部を含む。以下同じ。）、中学校（中等

教育学校の前期課程及び特別支援学校の

中学部を含む。以下同じ。）、高等学校、

大学、高等専門学校、専修学校又は各種

学校（学校教育法（昭和２２年法律第２

６号）以外の法律の規定に基づき特別の

教育を行う施設を含む。以下同じ。）へ

の入学に際し必要な資金。ただし、小学

校又は中学校への入学に係る資金にあっ

ては、貸付けを受けようとする者が特に

経済的に困難な事情にある場合に限る。 

 

 

 〔同左〕 

第５条 〔同左〕 

 
 

資金の種類 限度額 
据置
期間 

償還
期限 

事業開始資金 

～  

技能習得資金 

〔略〕 

  

就職支度資金 

１００，０００円（通 
勤のために自動車を購
入することが必要と認
められる場合にあって
は、３２０，０００円） 

〔略〕 〔略〕 

住宅資金 

～  

就学支度資金 

 〔略〕   

 

 〔同左〕 

第７条 女性が扶養している子に係る技能習

得資金、就職支度資金、修学資金及び就学

支度資金は、無利子とし、その他の資金に

ついては、保証人を立てる場合は、無利子

とし、保証人を立てない場合は、据置期間

中は無利子とし、据置期間経過後は、その



利率を年１パーセント以内で規則で定める

率とする。 

 （貸付金の交付） 

第１１条 技能習得資金（自動車運転免許に

係るものを除く。）、生活資金及び修学資

金（以下「月額資金」という。）の貸付金

は、各月の初めに、当月分を交付するもの

とする。ただし、区長が特別の事情がある

と認めたときは、数月分を合わせてあらか

じめ交付することができる。 

 （貸付金の交付の停止及び減額） 

第１２条 区長は、月額資金の貸付けにより

知識技能を習得している者又は修学してい

る者が休学したときは、その休学を始めた

日の属する月の翌月から復学した日の属す

る月の前月までの間、当該資金の貸付金の

交付を停止し、又はその額を減額すること

ができる。 

利率を年１．５パーセント以内で規則で定

める率とする。 

 〔同左〕 

第１１条 技能習得資金（自動車運転免許に

係るものを除く。）、生活資金及び修学資

金（以下「月額資金」という。）の貸付金

は、各月のはじめに、当月分を交付するも

のとする。ただし、区長が特別の事情があ

ると認めたときは、数月分をあわせてあら

かじめ交付することができる。 

 〔同左〕 

第１２条 区長は、月額資金の貸付けにより

知識技能を習得している者又は修学してい

る者が休学したときは、その休学をはじめ

た日の属する月の翌月から復学した日の属

する月の前月までの間、当該資金の貸付金

の交付を停止し、又はその額を減額するこ

とができる。 
  

付 則 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第５条の表及び第７条の規定は、この条例の施行の日以

後に貸付けの申請があったものから適用し、同日前に貸付けの申請があったものに

ついては、なお従前の例による。 


